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リ
レ
ー
随
筆
と
い
う
こ
と

で
、
今
号
を
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
く
全
倉
運
の
林
と
申
し
ま

す
。
教
宣
委
員
会
の
中
で
は
最

年
少
な
の
で
す
が
、
な
か
な
か

中
年
太
り
が
進
行
し
て
い
ま
し

て
…
。

今
号
で
は
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
の

た
め
に
数
年
前
よ
り
始
め
た
自

転
車
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

私
が
乗
っ
て
い
る
自
転
車
は

ク
ロ
ス
バ
イ
ク
と
い
っ
て
、
自

転
車
競
技
で
使
う
ロ
ー
ド
バ
イ

ク
よ
り
安
価（
5
〜
10
万
程
度
）

な
ス
ポ
ー
ツ
バ
イ
ク
に
な
り
ま

す
。
車
重
は
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
と

比
較
し
て
重
く
な
り
ス
ピ
ー
ド

は
落
ち
ま
す
が
、
そ
の
分
丈
夫

に
な
る
た
め
、
少
々
ラ
フ
な
道

で
も
乗
れ
る
の
が
特
徴
で
す
。

私
が
自
転
車
を
気
に
入
っ
て

い
る
点
は
長
距
離
を
自
分
の
ペ

ー
ス
で
ゆ
っ
く
り
走
れ
る
点
で

す
。
40
〜
50
㎞
は
軽
く
走
れ
、

ア
ワ
イ
チ
（
淡
路
島
一
周
約
1

5
0
㎞
）
、
ビ
ワ
イ
チ
（
琵
琶

湖
一
周
約
2
0
0
㎞
！
）
な
ん

て
言
葉
も
あ
り
、
一
日
で
走
破

す
る
と
認
定
証
が
も
ら
え
ま

す
。
私
は
そ
の
ど
ち
ら
も
未
だ

に
挑
戦
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、

し
ま
な
み
街
道（
片
道
約
70
㎞
）

は
一
度
、
走
破
し
ま
し
た
。
橋

に
は
そ
れ
ぞ
れ
原
付
と
自
転
車

専
用
の
道
路
が
あ
り
、
コ
ン
テ

ナ
船
を
足
元
に
眺
め
な
が
ら
走

る
の
は
壮
観
で
し
た
。

最
近
は
鶴
見
川
沿
い
に
源
流

（
町
田
と
八
王
子
の
間
）
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
コ
ー
ス
が
気
に
入

っ
て
い
ま
す
。
源
流
あ
た
り
ま

で
い
く
と
こ
ど
も
が
虫
取
り
網

を
も
っ
て
歩
く
よ
う
な
田
舎
の

風
景
が
広
が
っ
て
い
て
、
都
会

か
ら
田
舎
へ
風
景
が
移
り
変
わ

る
様
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
走
る

の
は
爽
快
で
す
。

子
供
か
ら
高
齢
者
ま
で
マ
イ

ペ
ー
ス
で
走
れ
る
自
転
車
を
み

な
さ
ん
も
始
め
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
？
た
だ
し
、
マ

イ
ペ
ー
ス
で
ゆ
っ
く
り
走
っ
て

い
る
だ
け
で
は
、
ダ
イ
エ
ッ
ト

の
効
果
は
私
の
ケ
ー
ス
を
見
る

限
り
、
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
…
。

前
号
に
続
き
「
調
停
」
の

内
容
で
す
（
二
一
〜
二
八

条
）
。

〇
調
停
委
員
は
、
公
、
労
、

使
を
代
表
す
る
労
働
委
員
又

は
特
別
調
整
委
員
の
中
か

ら
、
労
働
委
員
会
の
会
長
が

指
名
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
な
お
、
中
央
労
働
委

員
会
の
調
停
委
員
は
、
い
ず

れ
も
公
、
労
、
使
を
代
表
す

る
「
一
般
企
業
担
当
委
員
」

の
中
か
ら
指
名
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
特
定
独
立
行
政
法

人
と
そ
の
職
員
と
の
間
に
発

生
し
た
紛
争
は
、
地
方
調
整

委
員
（
前
号
参
照
）
の
中
か

ら
、
調
停
委
員
が
指
名
さ
れ

ま
す（
二
一
条
一
〜
二
項
）。

〇
調
停
委
員
会
に
は
、
公

益
代
表
委
員
の
中
か
ら
調
停

委
員
会
に
よ
る
選
挙
に
よ
っ
て

委
員
長
が
置
か
れ
ま
す
（
二
二

条
）
。

〇
調
停
委
員
会
は
、
委
員
長

が
招
集
し
、
出
席
者
の
過
半
数

で
審
議
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
労
、

使
代
表
委
員
の
出
席
が
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
は
で
き

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
二
三

条
一
〜
二
項
）
。

〇
調
停
委
員
会
は
、
期
日
を

定
め
て
、
当
事
者
の
出
頭
を
求

め
、
そ
の
意
見
を
聞
か
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
（
二
四
条
）
。

な
お
、当
事
者
へ
の
出
頭
命
令
、

臨
検
（
立
入
）
等
に
つ
い
て
は

労
働
組
合
法
（
二
二
条
）
が
適

用
さ
れ
、
拒
む
と
罰
則
が
あ
り

ま
す
。

〇
調
停
委
員
会
は
「
調
停
」

に
当
事
者
、
参
考
人
以
外
の
出

席
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
二
五
条
）
。

〇
調
停
委
員
会
は
、
調
停
案

を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
当
事
者

に
示
し
、
そ
の
受
諾
を
勧
告
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
調
停
案
は

理
由
を
そ
え
て
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
に
必
要

な
場
合
に
は
、
新
聞
等
へ
の
協

力
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。調

停
案
は「
調
停
」の
申
請
、

請
求
の
日
か
ら
一
五
日
以
内
に

作
成
し
、
当
事
者
に
は
一
〇
日

以
内
に
そ
の
受
諾
を
勧
告
し
ま

す
（
施
行
令
）
。

な
お
、
調
停
案
が
当
事
者
の

双
方
に
よ
り
受
諾
さ
れ
た
後

に
、
調
停
案
の
解
釈
又
は
履
行

に
つ
い
て
意
見
の
不
一
致
が
生

じ
た
と
き
は
、
調
停
委
員
会
に

そ
の
見
解
を
明
示
す
る
申
請
を

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
際
に
は
、
申
請
日
か
ら

一
五
日
以
内
に
、
当
事
者
に
対

し
て
、
申
請
事
項
に
つ
い
て
の

見
解
を
示
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
関
係
当
事
者
は
、

調
停
委
員
会
の
見
解
が
示
さ

れ
る
ま
で
は
、
当
該
調
停
案

に
関
す
る
争
議
行
為
（
一
五

日
間
）
を
行
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
二

六
条
一
〜
四
項
）
。

〇
公
益
事
業
に
関
す
る

「
調
停
」
は
、
迅
速
な
処
理

の
た
め
、
優
先
的
な
取
扱
い

が
さ
れ
ま
す
（
二
七
条
）
。

〇
こ
の
章
の
規
定
は
、
労

働
争
議
の
当
事
者
が
、
双
方

の
合
意
又
は
労
働
協
約
の
定

め
に
よ
り
、
別
の
調
停
方
法

に
よ
っ
て
事
件
の
解
決
を
図

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
し
て

い
ま
す
（
二
八
条
）
。

次
号
は
、
第
四
章「
仲
裁
」

（
二
九
〜
三
五
条
）
で
す
。

リ
レ
ー
随
筆

リ
レ
ー
随
筆

〜
自
転
車
の
ス
ス
メ
〜

⑦

第三章「調停」㊦
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